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議案第１号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年１１月１２日提出 

 

         かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長  渡 辺 芳 邦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を踏まえ、子の年齢に応じた柔軟な働き方

を実現するための措置として未就学児の子を養育する職員を対象とした部分休業の拡充等へ対

応するため、かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

を令和７年１０月１日付けで専決処分したので報告し、承認を求めようとするものである。 
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処

分とする。 

 

 かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

（別紙のとおり） 

 

 

 令和７年１０月１日 

 

かずさ水道広域連合企業団 

広域連合企業長  渡 辺  芳 邦    
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かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

令和７年１０月１日専決処分 

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長  渡 辺  芳 邦   

 

かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

（かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 かずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例（平成３１年かずさ水道広域

連合企業団条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２条第１項、第３条第２項、第５条第２項（法第１２条において準用する場合

を含む。）、第１０条第１項及び第２項、第１７条並びに第１８条第３項の規定」を削る。 

第９条第２号中「かずさ水道広域連合企業団職員の定年等に関する」を「定年」に改める。 

第１５条の次に次の７条を加える。 

（部分休業を請求することができない職員） 

第１５条の２ 法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 法１７条の規定による短時間勤務をしている職員 

(2) １週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日

が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員以外の非

常勤職員（定年条例第１２条の規定により採用された職員を除く。次条において同じ。） 

（第１号部分休業の承認） 

第１５条の３ 法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分

休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分を単位として行うものとする。 

２ 就業規則第１５条第１４号に規定する特別休暇又は第１号子育て部分休暇（就業規則第１

６条の２第４項に規定する第１号子育て部分休暇をいう。以下同じ。）を与えられている職

員（非常勤職員を除く。）に対する第１号部分休業の承認については、１日につき２時間か

ら当該休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職員につ

いて１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当

-4-



該非常勤職員が就業規則第３５条第１号の規定による休暇（以下「育児休暇」という。）の

承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から

育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

４ 第１号子育て部分休暇を与えられている職員に対する法第１９号第１項に規定する部分休

業の承認については、当該部分休業が第１号部分休業である場合に限り行うものとする。 

（第２号部分休業の承認） 

第１５条の４ 法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分

休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分

休業を承認することができる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤

務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全

てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

２ 第２号子育て部分休暇（就業規則第１６条の２第６項に規定する第２号子育て部分休暇を

いう。以下同じ。）を与えられている職員に対する法第１９条第１項に規定する部分休業の

承認については、当該部分休業が第２号部分休業である場合に限り行うものとする。 

（法１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第１５条の５ 法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。 

（法第１９条第２項第２号の条例で定める時間） 

第１５条の６ 法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める

時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

(1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分（第２号子育て部分休暇を与えられている職員

にあっては、１年につき７７時間３０分から当該第２号子育て部分休暇の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間） 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間

（第２号子育て部分休暇を与えられている非常勤職員にあっては、１年につき当該時間か

ら当該第２号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間） 
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（法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第１５条の７ 法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により

入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の規定による申出時に予測するこ

とができなかった事実が生じたことにより同条第３項の規定による変更をしなければ同項の

職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると広域連合企業長が

認める事情とする。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第１５条の８ 法第１９条第６項において準用する法第５条第２項の条例で定める事由は、職

員が法第１９条第３項の規定による変更をしたときとする。 

（かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成３１年か

ずさ水道広域連合企業団条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「子育て部分休暇又は」の次に「地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１９条第１項に規定する」を加え、

「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）」を「育児休業法」に改

め、「勤務時間の」の次に「全部又は」を加える。 

第２３条第１項及び第２５条第４項中「地方公務員の育児休業等に関する法律」を「育児休

業法」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第５号）による

改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第２項第

２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年

３月３１日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における第１条の規定による改

正後のかずさ水道広域連合企業団職員の育児休業等に関する条例第１５条の６の規定の適用に

ついては、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、同条第２号中

「１０」とあるのは「５」とする 
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　定めるところによる。

追加

渡 辺 芳 邦

令和７年１１月１２日提出

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長

代宿浄水場受水設備設置等工事実施設計業務委
託に係る経費

令和８年度まで 45,000千円

事　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

設備更新工事実施設計業務委託に係る経費 令和８年度まで 133,000千円

第２条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり

補正する。

令和７年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計補正予算（第１号）

第１章　　水　道　事　業

第１条 令和７年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に

議案第２号
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補正予算に関する説明書
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第１章　　水 道 事 業
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（本年度提出に係る分）

【 追加 】

国庫補助金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

133,000 133,000 31,033 101,967

45,000 45,000 10,500 34,500

（本年度議決済みに係る分）

国庫補助金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

50,000 50,000 11,667 38,333

44,000 44,000 10,267 33,733

72,000 72,000 16,800 55,200

136,000 136,000 31,733 104,267

588,000 588,000 137,200 450,800

20,000 20,000 20,000

198,000 198,000 198,000

16,000 16,000 16,000

（過年度議決済みに係る分）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

15,000 15,000 15,000

10,000 10,000 10,000

26,000 26,000 26,000

27,000 27,000 6,300 20,700

26,000 26,000 6,067 19,933

79,000 79,000 18,433 60,567

3,660,000 3,660,000 854,000 2,806,000

10,000 10,000 10,000

116,400 116,400 27,160 89,240

左 の 財 源 内 訳

― 令和１３年度まで

施設統廃合事業宝竜寺受水槽関連整
備事業計画策定業務委託に係る経費

― ― 令和７年度まで

上烏田浄水場配水池等整備事業に伴
う配管等移設に係る経費

令和７年度まで―

第４期ちば電子調達システムサービ
ス提供業務に係る経費

―

上烏田浄水場配水池等整備事業に係
る監督補助支援業務委託に係る経費

― ― 令和７年度まで

令和１０年度まで

伊豆島配水場配水池等更新実施設計
業務委託に係る経費

金     額 企 業 債 国庫補助金 出 資 金 そ の 他

かずさ水道広域連合企業団本庁舎Ｌ
ＥＤ照明器具賃貸借に係る経費

― ― 令和１７年度まで

限 度 額

前年度末までの支払
義務発生（見込）額

当該年度以降の支払
義 務 発 生 予 定 額

期     間

事 項

期     間 金     額 期     間 金     額 企 業 債 出 資 金 そ の 他

水道事業施設耐震診断業務委託に係
る経費

君津市域配水管工事に係る経費 令和８年度まで

富津市域配水管工事に係る経費 令和８年度まで

袖ケ浦市域配水管工事に係る経費 令和８年度まで

配水連絡管布設工事に係る経費 令和８年度まで

角山配水場自家発電設備更新に係る
経費

令和８年度まで

アセットマネジメントにおける更新
需要算定支援業務委託に係る経費

令和８年度まで

事 項 限 度 額

前年度末までの支払
義務発生（見込）額

当該年度以降の支払
義 務 発 生 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

― ― 令和８年度まで

― ―

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

（ 水 道 事 業 ）

事 項 限 度 額

前年度末までの支払
義務発生（見込）額

当該年度以降の支払
義 務 発 生 予 定 額

代宿浄水場受水設備設置等工事実施
設計業務委託に係る経費

令和８年度まで

期     間 金     額 期     間 金     額 企 業 債 出 資 金 そ の 他

左 の 財 源 内 訳

設備更新工事実施設計業務委託に係
る経費

― ―

令和７年度まで

上烏田浄水場配水池等整備DB事業の
設計に係る経費

― ― 令和７年度まで

―

上烏田浄水場配水池等整備DB事業の
工事に係る経費

― ―

富津市水道未普及区域対策検討業務
に係る経費

― ― 令和７年度まで

君津市域配水管工事に係る経費 ― ― 令和７年度まで

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

期     間 金     額

― ―

令和８年度まで

― ―
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228,000 228,000 53,200 174,800

45,000 45,000 10,500 34,500

178,000 178,000 41,533 136,467

42,000 42,000 12,333 29,667

223,000 223,000 52,033 170,967

284,000 284,000 66,267 217,733

51,000 51,000 11,900 39,100

41,000 41,000 9,534 31,466

2,298,000 2,298,000 2,298,000

71,000 71,000 16,567 54,433

146,000 146,000 34,067 111,933

230,000 230,000 53,667 176,333

434,000 434,000 101,267 332,733

273,000 273,000 63,700 209,300

227,000 227,000 52,967 174,033

680,000 200,600 479,400 479,400

597,000 199,000 398,000 398,000

79,680 67,021 12,659 12,659

2,774,000 489,192 2,284,808 2,284,808

かずさ水道広域連合企業団浄水場等
運転管理業務に係る経費

― 令和１０年度まで

遠方監視設備更新工事実施設計業務
委託に係る経費

― 令和７年度まで

富津市域配水管工事に係る経費 ― ― 令和７年度まで

袖ケ浦市域配水管工事に係る経費 ― 令和７年度まで―

配水連絡管布設工事に係る経費 ― 令和７年度まで

給水工事管理台帳システム構築業務
及び保守運用等業務に係る経費

― 令和１０年度まで

―

―

―

小糸浄水場・清和市場浄水場ポンプ
設備更新に係る経費

― 令和７年度まで

集中監視設備更新工事（袖ケ浦市）
実施設計業務に係る経費

― ―

上烏田浄水場ろ過機設備等更新に係
る経費

― 令和７年度まで

法木第１・２増圧ポンプ場ポンプ設
備等更新に係る経費

― 令和７年度まで―

令和７年度まで

―

―

―

― ― 令和７年度まで

君津市域配水管工事に係る経費 ― ― 令和７年度まで

富津市域配水管工事に係る経費 ― ― 令和７年度まで

会計システム等構築及び保守・運用
等業務委託に係る経費

令和５年度から
令和６年度まで

令和１０年度まで

水道料金等徴収検針業務委託に係る
経費

令和６年度 令和１０年度まで

設備更新工事実施設計業務委託に係
る経費

― ― 令和７年度まで

袖ケ浦市域配水管工事に係る経費 ― ― 令和７年度まで

富津市域水道施設運転管理業務委託
に係る経費

令和６年度 令和８年度まで

袖ケ浦市域水道施設運転管理業務委
託に係る経費

令和６年度 令和８年度まで

木更津市域配水管工事に係る経費
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議案第３号 

 

かずさ水道広域連合企業団布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理

者の資格を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

かずさ水道広域連合企業団布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和７年１１月１２日提出 

 

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長  渡 辺  芳 邦  

 

かずさ水道広域連合企業団布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資

格を定める条例の一部を改正する条例 

かずさ水道広域連合企業団布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を

定める条例（平成３１年かずさ水道広域連合企業団条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１１号及び第４条第８号中「第３４条第１項及び第２項」を「第３７条第１項及び第

２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

建設業法施行令の一部改正に伴い、関係条例の整備を行うものである。 
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   か ず さ 水 道 広 域 連 合 企 業 団 水 道 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 

   について 

 

 令和６年度決算における未処分利益剰余金を別紙のとおり処分することについて、地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、議会の議決

を得ようとするものである。 

 

  令和７年１１月１２日提出 

 

         かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長 渡 辺 芳 邦 

  

議案第４号
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１　水道事業の部

(単位：円)

当年度末残高 29,647,201,249 3,029,023,924 1,471,750,336

議会の議決による処分額 558,697,712 0 △ 918,303,273

0 0 △ 359,605,561

558,697,712 0 △ 558,697,712

(繰越利益剰余金）

30,205,898,961 3,029,023,924 553,447,063

２　水道用水供給事業の部

(単位：円)

当年度末残高 42,216,027,279 1,524,635,153 393,110,917

議会の議決による処分額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(繰越利益剰余金）

42,216,027,279 1,524,635,153 393,110,917

減債積立金への積立

　〇令和６年度決算における未処分利益剰余金の処分

資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金

資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金

減債積立金の積立

資本金への組入

処分後残高

資本金への組入

処分後残高

建設改良積立金の積立

-19-



-20-



１
　
処
分
の
概
要

　
　

 
令
和

６
年

度
決

算
に

お
い

て
生

じ
る

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
営
企
業
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

９
２

号
）

の
規

定
に

よ
り

、

　
利
益

処
分

は
条

例
の

規
定

又
は

議
会

の
議

決
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
令
和
７
年
１

１
月

議
会

に
諮

る
も

の
で

あ
る

。
　 ２
　
各
事
業
体
の
未
処
分
利
益
の
状
況

※
現

金
の

裏
付

け
な

し
の

未
処

分
利

益
剰

余
金
は
、
積
立
金
（
減
債
積
立
金
）
を
既
に
支
出
し
て
使
用
し

た
も

の
で

す
。

－

水
道

事
業

計
1
,
4
7
1
,
7
5
0
,
3
3
6

9
1
3
,
0
5
2
,
6
2
4

－
5
5
8
,
6
9
7
,
7
1
2

－

水
道

用
水

供
給

事
業

3
9
3
,
1
1
0
,
9
1
7

3
9
3
,
1
1
0
,
9
1
7

令
和
５
年
度
未
処
分
分

5
5
7
,
7
1
7
,
7
3
2

令
和
６
年
度
純
損
失

△
1
6
4
,
6
0
6
,
8
1
5

0

令
和
６
年
度
使
用
分

減
債
積
立
金
9
5
,
8
9
4
,
8
0
8

富
 
津
 
市

3
7
8
,
3
3
2
,
5
0
6

3
7
8
,
3
3
2
,
5
0
6

令
和
５
年
度
未
処
分
分

2
7
0
,
1
1
1
,
2
3
8

令
和
６
年
度
純
利
益

1
0
8
,
2
2
1
,
2
6
8

0
－

袖
ケ

浦
市

1
6
5
,
5
0
0
,
3
6
9

6
9
,
6
0
5
,
5
6
1

令
和
６
年
度
純
利
益

6
9
,
6
0
5
,
5
6
1

9
5
,
8
9
4
,
8
0
8

令
和
６
年
度
使
用
分

減
債
積
立
金
1
6
2
,
8
0
2
,
9
0
4

木
更

津
市

5
5
0
,
5
0
9
,
2
6
9

2
5
0
,
5
0
9
,
2
6
9

令
和
６
年
度
純
利
益

2
5
0
,
5
0
9
,
2
6
9

3
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

令
和
６
年
度
使
用
分

減
債
積
立
金
3
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

君
 
津
 
市

3
7
7
,
4
0
8
,
1
9
2

2
1
4
,
6
0
5
,
2
8
8

令
和
６
年
度
純
利
益

2
1
4
,
6
0
5
,
2
8
8

1
6
2
,
8
0
2
,
9
0
4

（
内
訳
）

令
和
６
年
度
決
算
に
お
け
る
未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分
（
案
）
に
つ
い
て

か
ず

さ
水

道
広

域
連

合
企

業
団 (
単
位
：
円
)

令
和

６
年

度
末

未
処

分
利

益
剰

余
金

残
高

現
金

の
裏

付
け

あ
り

(
1
)

（
内

訳
）

現
金

の
裏
付
け
な
し
(
2
)
※
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３
　
処
分
案

　
（

１
）

現
金

の
裏

付
け

が
あ

る
も

の

　
　

　
令

和
６

年
度

の
純

利
益

や
過

年
度

か
ら

繰
り
越
し
た
繰
越
利
益
剰
余
金
で
、
現
金
の
裏
付
け
が
あ
る

た
め

、
特

定
の

目
的

を
持

っ
た

積
立

金
に

処
分

す
る

　
　

こ
と

が
で

き
る

。
各

セ
グ

メ
ン

ト
と

も
事

業
財
源
確
保
の
た
め
企
業
債
残
高
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
元

金
を

確
実

に
償

還
す

る
た

め
の

減
債

積
立

金
へ

の
処

　
　

分
を

原
則

と
し

、
処

分
額

の
決

定
等

は
セ

グ
メ
ン
ト
の
状
況
を
勘
案
す
る
。

　 　
（

２
）

現
金

の
裏

付
け

が
な

い
も

の

 
　

　
木

更
津

市
、

君
津

市
及

び
袖

ケ
浦

市
に

お
い
て
、
減
債
積
立
金
を
使
用
し
た
未
処
分
利
益
剰
余
金
が
発

生
す

る
が

、
こ

れ
ら

現
金

の
裏

付
け

が
な

い
利

益

剰
余

金
の

処
分

は
、

資
本

に
組

み
入

れ
る

こ
と
が
一
般
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
前
ど
お
り
資
本

金
に

組
み

入
れ

る
。

　

袖
ケ

浦
市

6
9
,
6
0
5
,
5
6
1
円

全
額

を
減

債
積

立
金

に
積

み
立

て
る

決
算
で
は
最
終
補
正
予
算
純
利
益
見
込
を
下
回
っ
た
が
、
純
損

失
を
生
じ
る
場
合
の
対
応
に
は
利
益
積
立
金
を
有
し
て
い
る
た

め
、
純
利
益
の
全
額
を
減
債
積
立
金
に
処
分
す
る

水
道

用
水

供
給

事
業

3
9
3
,
1
1
0
,
9
1
7
円

全
額

を
未

処
分

の
ま

ま
繰

り
越

す

決
算
に
よ
る
純
損
失
（
△
1
6
4
,
6
0
6
,
8
1
5
円
）
を
埋
め
て
な
お
残

る
全
額
を
、
令
和
７
年
度
も
赤
字
予
算
を
調
製
し
て
い
る
こ
と

か
ら
損
失
補
て
ん
の
財
源
と
し
て
未
処
分
の
ま
ま
と
す
る

君
 
津
 
市

6
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

を
減

債
積

立
金

に
積

み
立

て
、

1
5
4
,
6
0
5
,
2
8
8
円

を
未

処
分

の
ま

ま
繰

り
越

す
〃

富
 
津
 
市

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

を
減

債
積

立
金

に
積

み
立

て
、

2
7
8
,
3
3
2
,
5
0
6
円

を
未

処
分

の
ま

ま
繰

り
越

す

令
和
８
年
度
に
は
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
が
、
損
失
補
て
ん
の
財

源
に
は
こ
れ
ま
で
の
純
利
益
を
繰
越
利
益
剰
余
金
に
確
保
し
て

い
る
た
め
、
決
算
に
よ
る
最
終
補
正
予
算
純
利
益
見
込
か
ら
の

上
振
れ
分
を
減
債
積
立
金
に
処
分
す
る

処
分

方
法

処
分
の
根
拠

木
更

津
市

1
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

を
減

債
積

立
金

に
積

み
立

て
、

1
2
0
,
5
0
9
,
2
6
9
円

を
未

処
分

の
ま

ま
繰

り
越

す

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
一
部
を
減
債
積
立
金
に
処
分
す
る

処
分
額
は
決
算
に
よ
る
最
終
補
正
予
算
純
利
益
見
込
か
ら
の
上

振
れ
分
と
し
、
残
額
は
不
測
の
事
態
に
備
え
未
処
分
の
ま
ま
と

す
る
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令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算について、別冊のとおり監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和７年１１月１２日提出 

                                       

         かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長 渡 辺 芳 邦 

 

議案第５号
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令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計予算繰越計算書について、別紙のとおり  

報告する。 

 

  令和７年１１月１２日提出 

 

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長  渡 辺 芳 邦 

 

 

報告第１号
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円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

１
資

本
的

支
出

１
建

設
改

良
費

畑
沢

地
先

道
路

改
良

工
事

に
伴

う
配

水
管

改
良

（
そ

の
２

）
工

事
1
3
7
,2

8
0
,0

0
0

0
1
3
7
,2

8
0
,0

0
0

0
0

0
0

1
3
7
,2

8
0
,0

0
0

0
0

横
田

地
先

道
路

改
良

工
事

に
伴

う
配

水
管

改
良

工
事

7
,0

4
0
,0

0
0

0
7
,0

4
0
,0

0
0

0
0

0
0

7
,0

4
0
,0

0
0

0
0

1
7
2
,9

5
3
,0

0
0

3
,2

0
1
,0

0
0

1
6
9
,7

5
2
,0

0
0

0
0

0
0

1
6
9
,7

5
2
,0

0
0

0
0

企
業

債

0 0 0

負
担

金

0

木
更

津
市

施
工

の
道

路
改

良
工

事
が

遅
延

し
た

こ
と

に
伴

い
、

工
期

内
で

の
完

成
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

。
（
木

更
津

市
域

）

4
8
4
,0

0
0

0

　
受

注
者

に
よ

る
現

地
調

査
後

に
通

信
事

業
者

に
よ

る
詳

細
調

査
が

必
要

に
な

っ
た

こ
と

等
に

伴
い

、
工

期
内

で
の

完
成

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
。

（
君

津
・
富

津
・
袖

ケ
浦

市
域

）

00

0
0

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

3
,2

0
1
,0

0
0

1
7
,2

0
4
,0

0
0

0 0
7
,7

4
4
,0

0
0

上
烏

田
浄

水
場

配
水

池
等

整
備

Ｄ
Ｂ

事
業

（
設

計
費

）
2
0
,4

0
5
,0

0
0

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

 生
 額

翌
年

度
繰

越
額

0
0

左
の

財
源

内
訳

国
(県

)補
助

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
出

資
金

0
0

1
7
,2

0
4
,0

0
0

令
和

６
年

度
か

ず
さ

水
道

広
域

連
合

企
業

団
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

（
水

道
事

業
）

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

款
項

事
  
業

  
名

か
ず

さ
配

水
場

・
小

糸
浄

水
場

・
上

飯
野

配
水

場
電

気
計

装
設

備
更

新
工

事
に

伴
う

監
視

制
御

設
備

更
新

工
事

4
8
4
,0

0
0

0
4
8
4
,0

0
0

説
　

　
　

　
　

明

　
設

計
精

度
向

上
の

た
め

基
本

設
計

の
精

査
か

ら
着

手
し

た
こ

と
、

ま
た

、
現

場
試

掘
調

査
に

よ
り

発
注

図
面

と
の

不
一

致
が

確
認

さ
れ

た
こ

と
等

に
伴

い
、

工
期

内
で

の
完

成
が

困
難

と
な

っ
た

た
め

。
（
全

市
域

）

0
0

　
業

務
に

必
要

な
詳

細
現

場
調

査
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
こ

と
に

加
え

、
新

た
な

盤
を

構
成

す
る

電
子

部
品

の
供

給
が

遅
延

し
た

こ
と

等
に

伴
い

、
工

期
内

で
の

完
成

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
。

（
木

更
津

・
君

津
・
富

津
市

域
）

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

袖
ケ

浦
市

施
工

の
交

差
点

改
良

工
事

が
遅

延
し

た
こ

と
に

伴
い

、
工

期
内

で
の

完
成

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
。

（
袖

ケ
浦

市
域

）

施
設

統
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令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算に 

基づく資金不足比率について、監査委員の意見を付けて報告する。 

 

  令和７年１１月１２日提出 

 

         かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長 渡 辺 芳 邦   

      

 

報告第２号
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令和６年度かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算に基づく 

資金不足比率算定表 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和６年度

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率を次のとおり算定

しました。 

 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計 

（水道事業） 
－％ 

２０％ 

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計 

（水道用水供給事業） 
－％ 

 表中資金不足比率の欄の「－」表示は資金の不足額が生じていないことを示します。 

 

資金不足比率の算定 

 資金不足比率は、資金不足を、事業規模（営業収益の規模）と比較して指標化し、  

経営状態の悪化の度合いを示すもので、算定式は次のとおりとなります。 

 

         資金の不足額（流動負債－１年以内に償還の企業債）－（流動資産） 

事業の規模 （営業収益） 

 

  

 

（単位：千円） 

         (5,808,501－1,844,736)－9,390,815     △5,427,050 

               8,960,866            8,960,866 

         (1,800,205－661,420)－8,802,061     △7,663,276 

               5,587,297            5,587,297  

 

  『資金の不足額』がマイナスとなる場合、流動資産が流動負債を上回るため、 

  資金の不足がないことを表します。 

 

 

 以上により算定した結果、水道事業及び水道用水供給事業のいずれも資金の不足額が

ないことから、「資金不足比率なし」となります。 

＝ －％ 

 水道事業 ＝  ＝

資金不足比率＝  

＝  
水道用水 

供給事業  

＝ －％ 

= 
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